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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　直流を交流に変換する電力変換部を備え、永久磁石を使用した同期電動機を可変速制御
する電力変換装置において、
　前記同期電動機に流れる電流を検出する電流検出回路と、
　前記同期電動機の始動時に前記同期電動機の磁極位置を推定する推定手段と、
　前記同期電動機の停止時における磁極位置を示す磁極位置推定データを格納するメモリ
と、を備え、
　前記メモリに格納された磁極位置推定データか、前記推定手段により得られる磁極位置
推定データかを選択する選択手段と、前記選択手段において選択された磁極位置推定デー
タを用いて、前記同期電動機を駆動する制御部と、を備える電力変換装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の電力変換装置において、
　前記メモリは、不揮発性メモリであって、
　前記電力変換装置への電源が遮断された場合に、前記同期電動機の停止時における磁極
位置推定データを前記不揮発性メモリに格納することを特徴とする電力変換装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の電力変換装置において、
　前記同期電動機の始動時に異常が発生した場合に、前記制御部は、前記推定手段により
前記同期電動機の磁極位置を再推定する異常トリップ自動解除を行うか、あるいは異常ト
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リップ表示を行い、前記電力変換装置を遮断状態とするか、のいずれかを実行することを
特徴とする電力変換装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の電力変換装置において、
　前記電力変換装置の運転条件を設定する操作パネルを備え、
　前記メモリに格納された磁極位置推定データを用いて前記同期電動機を駆動するか、前
記同期電動機の始動時に前記磁極位置を推定する推定手段により前記同期電動機の磁極位
置を推定することにより前記同期電動機を駆動するかを前記操作パネルで選択できること
を特徴とする電力変換装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の電力変換装置において、
　前記電力変換装置の運転条件を設定する上位装置を備え、
　前記メモリに格納された磁極位置推定データを用いて前記同期電動機を駆動するか、前
記同期電動機の始動時に前記磁極位置を推定する推定手段により前記同期電動機の磁極位
置を推定することにより前記同期電動機を駆動するかを前記上位装置で選択できることを
特徴とする電力変換装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の電力変換装置において、
　前記メモリに格納された磁極位置推定データを用いて前記同期電動機を駆動するか、前
記同期電動機の始動時に前記磁極位置を推定する推定手段により前記同期電動機の磁極位
置を推定することにより前記同期電動機を駆動するかを選択するハードスイッチを備えた
ことを特徴とする電力変換装置。
【請求項７】
　請求項３に記載の電力変換装置において、
　前記電力変換装置の運転条件を設定する操作パネルを備え、
　前記同期電動機の始動時に異常が発生した場合に、前記推定手段により前記同期電動機
の磁極位置を再推定する異常トリップ自動解除を行うか、あるいは異常トリップ表示を行
い、前記電力変換装置を遮断状態とするか、を前記操作パネルで選択できることを特徴と
する電力変換装置。
【請求項８】
　請求項３に記載の電力変換装置において、
　前記電力変換装置の運転条件を設定する上位装置を備え、
　前記同期電動機の始動時に異常が発生した場合に、前記推定手段により前記同期電動機
の磁極位置を再推定する異常トリップ自動解除を行うか、あるいは異常トリップ表示を行
い、前記電力変換装置を遮断状態とするか、を前記上位装置で選択できることを特徴とす
る電力変換装置。
【請求項９】
　請求項１に記載の電力変換装置において、
　前記メモリから読み出した磁極位置推定データを表示する表示部を備えたことを特徴と
する電力変換装置
【請求項１０】
　請求項９に記載の電力変換装置において、
　前記電力変換装置の運転条件を設定する操作パネルあるいは上位装置を備え、
　前記表示部は前記操作パネルあるいは前記上位装置に設けられていることを特徴とする
電力変換装置。
【請求項１１】
　永久磁石を使用した同期電動機を可変速制御する制御方法であって、
　直流を交流に変換する工程と、
　前記同期電動機に流れる電流を検出する電流検出工程と、
　前記同期電動機の始動時に前記同期電動機の磁極位置を推定する推定工程と、
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　前記同期電動機の停止時における磁極位置推定データをメモリに格納する工程と、
　前記メモリに格納された磁極位置推定データを用いて前記同期電動機を駆動するか、前
記推定工程により推定された前記同期電動機の磁極位置を用いて前記同期電動機を駆動す
るかの選択に応じて、前記同期電動機を駆動する制御工程と、を備えることを特徴とする
永久磁石同期電動機の制御方法。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の永久磁石同期電動機の制御方法において、
　前記同期電動機を可変速制御する装置の電源が遮断される場合に、前記同期電動機の停
止時における磁極位置推定データを不揮発性メモリに格納することを特徴とする永久磁石
同期電動機の制御方法。
【請求項１３】
　請求項１１又は１２に記載の永久磁石同期電動機の制御方法において、
前記永久磁石同期電動機の始動時に異常が発生した場合に、異常トリップ自動解除機能を
動作させ、前記推定手段により前記同期電動機の磁極位置を再推定するか、あるいは異常
トリップ自動解除機能を不動作にして、異常トリップ表示させるか、を選択して制御する
ことを特徴とする永久磁石同期電動機の制御方法。
【請求項１４】
　請求項１１に記載の永久磁石同期電動機の制御方法において、
　前記同期電動機にメカブレーキが設けられている場合は、前記メモリに格納された磁極
位置推定データを用いて前記同期電動機を駆動するように制御することを特徴とする永久
磁石同期電動機の制御方法。
【請求項１５】
　請求項１１に記載の永久磁石同期電動機の制御方法において、
　前記同期電動機が停止後も、惰性回転または負荷により回転する場合は、前記推定工程
により推定された前記同期電動機の磁極位置を用いて前記同期電動機を駆動するように制
御することを特徴とする永久磁石同期電動機の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電力変換装置および永久磁石同期電動機の制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電力変換装置により永久磁石同期電動機を可変速制御する場合、永久磁石同期電
動機の始動時に磁極位置を検出しなければならない。これは、永久磁石同期電動機の磁極
位置と電力変換装置の出力位相が異なると、同期電動機特有の脱調現象により制御不能と
なるためである。特許文献１には、記憶装置に保存しておいたアブソリュートスケール絶
対位置と電流位相関係から、電源投入時アブソリュートスケール絶対位置での電流位相を
計算により導出する磁極検出方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－１１６７５９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　通常、永久磁石同期電動機を運転する場合、永久磁石同期電動機の電流と電圧の情報を
用いて、永久磁石同期電動機の磁極位置を推定する。しかし、永久磁石同期電動機の運転
を停止すると電流と電圧はゼロとなり情報が得られなくなるため、それまで推定していた
磁極位置の情報を失ってしまい永久磁石同期電動機を再度始動させる時には毎回磁極位置
を推定する手段が必要となる。
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【０００５】
　磁極位置センサを備えた永久磁石同期電動機であれば、電力変換装置が停止した場合に
おいても磁極位置を常に検出可能であるが、磁極位置センサを備えていない永久磁石同期
電動機の場合、停止から始動を開始する前に、毎回磁極位置を検出している。
【０００６】
　このため、特許文献１の段落［０００８］には、「始動位置である仮の磁極位置に基づ
き印加する電流位相を決定する同期電動機の磁極検出方法において、磁極位置推定後のア
ブソリュートスケール絶対位置とその位置における電流位相をあるアブソリュートスケー
ル絶対位置での電流位相、あるいはある電流位相でのアブソリュートスケール絶対位置を
記憶装置に保存し、次回電源投入時からは記憶装置に保存しておいたアブソリュートスケ
ール絶対位置と電流位相の関係から、電源投入時アブソリュートスケール絶対位置での電
流位相を計算により導出する磁極検出方法である。」ことが開示されている。
【０００７】
　しかし、引用文献１の発明では、磁極位置センサである絶対位置検出器（アブソリュー
トエンコーダ）が必須であり、同期電動機の反負荷側に設置された状態となる。電動機に
エンコーダを設置する場合、エンコーダを電動機の反負荷側に設置しなければならないた
め、両軸の電動機が必要になり、エンコーダを含めた電動機寸法が大きくなることによる
設置場所確保の問題、エンコーダ出力へのノイズ混入による誤信号、両軸加工の特殊電動
機が必要などの課題がある。
【０００８】
　一般に、磁極位置を検出する時間は、数百ｍ秒から数秒の時間が必要になるため、始動
時に毎回この磁極位置を検出することは、頻繁に始動・停止を繰り返す負荷用途の場合に
はタクトタイムの増加を招くことになり、好ましくない推定モードであるといえる。
【０００９】
　しかし、例えば、メカブレーキの付いた永久磁石同期電動機の場合などには、電動機停
止時に必ずブレーキを掛けるため電動機が惰性回転したり、停止時に負荷から回されるこ
とがないため、停止から始動を開始する前に、毎回磁極位置を検出する必要はなく、初期
磁極位置推定を用いて永久磁石同期電動機を停止から始動可能である。
【００１０】
　すなわち、システム構成によっては、毎回磁極位置を検出する必要はなく、初期磁極位
置推定データを用いて制御可能な用途がある。そこで、本発明においては、システム構成
に応じて、ユーザが磁極位置を特定するための手段を選択できる構成を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的と達成するために、例えば、本発明では、直流を交流に変換する電力変換部を
備え、永久磁石を使用した同期電動機を可変速制御する電力変換装置において、前記同期
電動機に流れる電流を検出する電流検出回路と、前記同期電動機の始動時に前記同期電動
機の磁極位置を推定する推定手段と、前記同期電動機の停止時における磁極位置を示す磁
極位置推定データを格納するメモリと、を備え、前記メモリに格納された磁極位置推定デ
ータか、前記推定手段により得られる磁極位置推定データかを選択する選択手段と、前記
選択手段において選択された磁極位置推定データを用いて、前記同期電動機を駆動する制
御部とを備える構成とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、システムに応じて、磁極位置推定データを使用することにより磁極位
置推定時間を削減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】実施例に係る電力変換装置の構成図の一例である。
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【図２】実施例に係る電力変換装置の他の構成図の一例である。
【図３】永久磁石同期電動機の簡易等価回路である。
【図４】実施例に係る電力変換装置の制御ブロック図である。
【図５】実施例に係るデジタル操作パネルの表示例である。
【図６】実施例に係る電力変換装置の制御ブロック図である。
【図７】実施例に係るデジタル操作パネルの表示例である。
【図８】実施例に係る電力変換装置の構成図である。
【図９】実施例に係るデジタル操作パネルの表示例である。
【図１０】実施例に係る制御フローチャート図の一例である。
【図１１】実施例に係る磁極位置検出の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【実施例１】
【００１４】
　以下図面を用いて本実施例１について説明する。なお、各図における共通の構成につい
ては同一の参照番号を付してある。また、本実施例１は図示例に限定されるものではない
。実施例１における電力変換装置の形態を以下に図を用いて説明する。図１は、実施例１
に係る電力変換装置の構成図の一例である。
【００１５】
　図１の電力変換装置１０は、負荷装置１１に直結されたＰＭモータ（以下、永久磁石同
期電動機と呼ぶ）に電力を供給するための順変換器１、平滑用コンデンサ２、逆変換器３
、制御演算装置４、制御回路５、冷却ファン６、デジタル操作パネル７、ドライブ回路８
、電圧検出回路９を備えて構成される。図１では、任意の入力電源として交流電源を用い
た場合を示す。順変換器１は、交流電力を直流電力に変換する。平滑用コンデンサ２は、
直流中間回路に備えられている。
【００１６】
　逆変換器３は、直流電力を任意の周波数の交流電力に変換する。逆変換器３内には、代
表的なスイッチング素子として例えばＩＧＢＴが搭載されている。ここで、スイッチング
素子としてはＩＧＢＴに限定されるものではなく、スイッチング素子としての形態を有す
るものであれば良い。例えば、シリコン（Ｓｉ）の物性値限界を乗り越える性能を有した
ワイドバンドギャップ半導体素子であるＳｉＣ（シリコンカーバイト）やＧａＮ（ガリュ
ームナイトライド）などでもよい。
【００１７】
　冷却ファン６は、順変換器１及び逆変換器３内のパワーモジュールを冷却する。デジタ
ル操作パネル７は、電力変換装置の各種制御データを設定、変更、異常状態及びモニタ表
示を行う。操作パネル７には異常表示が可能な表示部が設けられており、電力変換装置に
おける異常が検出されると当該表示部に表示される。本実施例の操作パネル７としては、
特に種類が限定されるものではないが、デジタル操作パネルとして装置使用者の操作性を
考慮して表示部の表示を見ながら操作が行えるように構成している。
【００１８】
　なお、表示部は必ずしも操作パネル７と一体に構成する必要はないが、操作パネル７の
操作者が、表示を見ながら操作できるように一体構成とすることが望ましい。操作パネル
７から入力された電力変換装置の各種制御データは図示しない記憶部に格納される。
【００１９】
　制御回路５は、デジタル操作パネル７によって入力される各種の制御データに基づいて
逆変換器３のスイッチング素子を制御すると共に、電力変換装置１０全体の制御を司る働
きをするもので、制御演算装置４（例えば、マイコンなど）が搭載されており、デジタル
操作パネル７から入力される各種の制御データに応じて必要な制御処理が行なえるように
構成されている。また、上位装置１２（例えば、通信装置や無線装置）から入力される各
種の制御データに応じて必要な制御処理も行なえるように構成されている。
内部構成は省略するが、各種の制御データが格納された記憶部の記憶データからの情報に
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基づいて制御演算装置４(例えば、マイコンなど）が演算を行う。
【００２０】
　電流検出器ＣＴは、永久磁石同期電動機のＵ相、Ｗ相の線電流を検出する。Ｖ相の線電
流は、交流条件（ｉｕ＋ｉｖ＋ｉｗ＝０）から、ｉｖ＝－（ｉｕ＋ｉｗ）として求められ
る。
【００２１】
　図１ではＣＴを２個用いる例を示したが、ＣＴを３個使用し、各Ｕ相、Ｖ相、Ｗ相の線
電流を検出してもよい。
【００２２】
　ドライブ回路８は、制御回路５からの指令に基づいて逆変換器３のスイッチング素子を
駆動する。ドライブ回路８内にはスイッチングレギュレータ回路（ＤＣ／ＤＣコンバータ
）が搭載されており、電力変換装置の運転に必要な各直流電圧を生成し、これらを各構成
に対して供給する。直流電圧検出回路９は、直流中間回路を構成する平滑用コンデンサ２
の電圧を検出する。また、任意の入力電源として交流電源ではなく、直流電源を供給する
場合には、直流端子Ｐ側に直流電源の＋側を接続し、直流端子Ｎ側に直流電源の－側を接
続すればよい。さらには、交流端子ＲとＳとＴを接続し、この接続点に直流電源の＋側を
接続し、直流端子Ｎ側に直流電源の－側を接続してもよいし、逆に、直流端子Ｐ側に直流
電源の＋側を接続し、交流端子ＲとＳとＴを接続し、この接続点に直流電源の－側を接続
してもよい。
【００２３】
　図２は、他の構成図の一例である。図１の構成例と同様に後述の制御が可能である。図
１と共通の構成および同一の機能については、同一の参照番号を付してある。図１と異な
るのは、電流検出器の検出位置である。
【００２４】
　ＳＨ１、ＳＨｉ、ＳＨｄは電流検出用のシャント抵抗器であり、ＳＨ１は直流中間回路
のＮ側の電流を検出し、ＳＨｉは逆変換器３を構成する下アームの各スイッチング素子で
あるＵ相とＶ相とＷ相のＩＧＢＴに接続され、ＳＨｄは各スイッチング素子であるＩＧＢ
Ｔに並列に接続されたダイオードに接続されている。
【００２５】
　すなわち、電力変換装置の直流母線側に設けられたシャント抵抗器ＳＨｉは、各ＩＧＢ
Ｔに流れる合成電流を検出する電流検出器であり、シャント抵抗器ＳＨｄは各ＩＧＢＴに
並列に接続されたダイオードに流れる合成電流を検出する電流検出器である。電力変換装
置の直流母線側に設けられたシャント抵抗器で永久磁石同期電動機に流れる電流を検出で
きる。
【００２６】
　また、シャント抵抗ＳＨｉ、ＳＨｄは、Ｕ相を構成する下アームのＩＧＢＴとダイオー
ドに接続されているがＵ相を構成する上アームのＩＧＢＴとダイオードに接続して電流を
検出してもよい。また、図３は本実施例の電力変換装置により駆動される永久磁石同期電
動機の簡易等価回路である。電機子抵抗Ｒａ、電機子インダクタンスＬａ、電機子電流Ｉ
ａ、速度起電力Ｅａ、永久磁石の磁束Φｍで構成される。
【００２７】
　図４は、本実施例に係る電力変換装置の制御ブロック図である。これは、図１および図
２に開示した制御回路５の内部における制御ブロックで、制御演算装置４（例えば、マイ
コンなど）で実行する一部の処理ブロックを示したものである。
【００２８】
　電力変換装置で永久磁石同期電動機を駆動する制御として、装着された磁石により生成
された磁束Φｍの方向をｄ軸とし、ｄ軸に直交するｑ軸（電気的にθ＝９０°）に電機子
電流Ｉａが流れるように電流のベクトルを制御する。ｄ軸を設定するため磁石により生成
された磁束方向を磁極位置センサを使用せずに磁極位置推定回路で推定する。
【００２９】
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　発生トルクは、直流機、交流機を問わず、磁束と電流の外積で表される（Ｔ＝Φｍ＊Ｉ
＊ｓｉｎθ）。この場合、磁束Φｍと電機子電流Ｉａの電気角はθ＝９０°に制御される
ため、発生トルクＴ＝Φｍ＊Ｉａ＊ｓｉｎ９０°＝Φｍ＊Ｉａとなる。この場合において
は、電気子電流Ｉａがトルク電流成分Ｉｑに相当する。
【００３０】
　電流検出器ＣＴで永久磁石同期電動機の線電流を検出し、ｄｑ軸変換部で検出した電流
を直交したｄｑ軸に変換し、励磁電流成分Ｉｄとトルク電流成分Ｉｑに分解する。　　
　弱め界磁制御などを行わない場合、磁束Φｍの方向に流れるｄ軸電流指令Ｉｄ＊＝０に
設定し、検出した励磁電流成分Ｉｄが常に０となるようにｄ軸電流制御の回路が動作する
。このように制御すれば、永久磁石同期電動機に流れる電気子電流Ｉａは、トルク電流成
分Ｉｑとしてｑ軸電流制御系が動作し制御される。すなわち、永久磁石同期電動機に流れ
る電気子電流Ｉａを、モータの発生トルクに比例するトルク電流成分として動作させるこ
とができる。
【００３１】
　弱め界磁領域では、ｄ軸電流指令Ｉｄ＊＜０に設定し、装着された磁石により生成され
た磁束Φｍを減少（Φｄ＝Φｍ－ｋ＊Ｉｄ）させる。磁束Φｍを減少させるためには、永
久磁石同期電動機に流れる電気子電流Ｉａの位相を９０°以上（θ＞９０°）に制御すれ
ばよい。
【００３２】
　一般に、磁極位置を検出する時間は、数百ｍ秒から数秒の時間が必要になるため、始動
時に毎回この磁極位置を検出することは、頻繁に始動・停止を繰り返す負荷用途の場合に
はタクトタイムの増加を招くことになり、好ましくない推定モードであるといえる。
【００３３】
　しかし、例えば、メカブレーキの付いた永久磁石同期電動機の場合などには、電動機停
止時に必ずブレーキを掛けるため電動機が惰性回転したり、停止後に負荷から回されるこ
とがないため、推定検出した磁極位置が変化することがない。このため、停止状態から始
動を開始する前に、毎回磁極位置を検出する必要はなく、始動を開始してから停止する時
点における磁極位置推定データを用いて永久磁石同期電動機を始動可能である。
【００３４】
　すなわち、システム構成によっては、毎回磁極位置を検出する必要はなく、始動を開始
してから停止する時点における磁極位置推定データを用いて制御可能な用途がある。
【００３５】
　このような用途の場合には、始動を開始してから停止する時点における磁極位置推定デ
ータをメモリに格納することより解決可能である。
【００３６】
　もちろん、電力変換装置の電源が遮断されない場合には、単にメモリ（例えば、ＲＡＭ
）に格納し、電源が遮断される場合には、単にメモリに格納しただけでは推定していた磁
極位置の情報を電源遮断と共に失ってしまう。このため、始動を開始してから停止する時
点の磁極位置を電源遮断時に毎回不揮発性のメモリに格納する。このような構成にすれば
、電源が投入された時点に不揮発性のメモリに格納した磁極位置の情報を用いて永久磁石
同期電動機を始動することができる。
【００３７】
　メモリへのデータの格納は、デジタル操作パネル７あるいは上位装置１２からの指令に
より制御演算回路装置４（例えば、マイコンなど）で処理される。
【００３８】
　図１１は、本実施例に係る磁極位置検出の説明図である。（ｃ）は、検出した磁極位置
とは何を基準にした位置なのかについての説明図である。三相永久磁石同期電動機の電機
子巻線のＵ相を基準に検出した磁極位置の角度δを決定する。
【００３９】
　この磁極位置の角度δを制御上のｄ軸に設定し、ｄ軸に対し直角方向を制御上のｑ軸に
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設定する。例えば、弱め界磁制御などを実施しない場合には、電機子電流Ｉａが制御上の
ｑ軸にのみ流れるように制御される。すなわち、検出した磁極位置とは、電機子巻線のＵ
相を基準にした角度δ（磁束Φｍの方向）であり、この磁極位置の角度δ（磁極位置推定
データ）をメモリに格納する。本実施例では、電機子巻線のＵ相を基準に説明したが、Ｖ
相基準であってもＷ相基準であってもよい。また、架空の基準軸を設定し、その軸を基準
に検出した磁極位置の角度δを決定してもよい。
【００４０】
　当然、電力変換装置内部の制御演算装置４（例えば、マイコンなど）は、同期電動機の
磁極位置を検出し、この検出値に従い同期電動機を制御しているわけであり、常に同期電
動機の磁極位置を認識している。すなわち、電力変換装置により同期電動機が制御され回
転している間は常に磁極位置がどの角度δにあるかを制御演算装置４が認識しているわけ
である。このため、同期電動機が停止した時点の磁極位置の角度δも認識している。
【００４１】
　しかし、一旦同期電動機が停止した際に、惰性回転したり、ファンなど停止後に風で回
されたりすると制御演算装置４が認識している磁極位置と実際の磁極位置（停止後の回転
により磁極位置が変化）が異なることになる。このため、制御演算装置４は同期電動機の
実際の磁極位置を把握することができない。
【００４２】
　ここで、Ｕ相を基準に角度δを磁極位置にすることを説明したが、磁極位置（磁束Φｍ
の方向）の検出については多くの方法があり、本例は一例にすぎず磁極位置（磁束Φｍの
方向）の決定方法や磁極位置の角度δを限定するものではない。つまり、磁極位置の角度
δは、実際の角度ではなくても磁極の位置が規定できるものであればよい。
【００４３】
　（ａ）は、同期電動機の始動・停止運転パターンに対し、メカブレーキなどが設置され
ていない場合の磁極位置を示した例である。メカブレーキなどがない場合、電動機が電力
変換装置により始動され、一旦停止した際に惰性回転したり、ファンなどの場合には停止
後に風で回されたりするため、停止した際の磁極位置（磁束Φｍの方向）ΦｍＡが実際は
Φｍａに移動することになり、電力変換装置が認識している磁極位置（磁束Φｍの方向）
ΦｍＡとは異なる位置に実際の磁極位置（磁束Φｍの方向）Φｍａが存在することになり
制御不能になる。
【００４４】
　電動機が停止する度に、それぞれの時点における電力変換装置が認識している磁極位置
（磁束Φｍの方向）ΦｍＡ、ΦｍＢ、ΦｍＣ、ΦｍＤ、ΦｍＥに実際の磁極位置（磁束Φ
ｍの方向）Φｍａ、Φｍｂ、Φｍｃ、Φｍｄ、Φｍｅに大きな差が生じることになり、電
力変換装置が認識している磁極位置と実際の磁極位置が異なるため、同期電動機を制御す
ることが不能の状態になる訳である。このため、このような負荷に依存したシステムにお
いては、停止状態から始動を開始する前に、毎回磁極位置を正しく検出しなければならず
検出した実際の磁極位置に従って制御する必要がある。ここで、磁極位置（磁束Φｍの方
向）Φｍ０は、最初の始動時に検出した初回の磁極位置（初期磁極位置）である。
【００４５】
　また、メカブレーキなどがなくても、電動機が電力変換装置により始動され、一旦停止
した際に惰性回転したり、ファンなど停止後に風で回されたりすることがない場合には、
毎回磁極位置を検出する必要がないため、磁極位置をメモリに格納し、このメモリデータ
を用いて始動すれば制御不能に陥ることはない。
【００４６】
　（ｂ）は、同期電動機の始動・停止運転パターンに対し、メカブレーキなどが設置され
ている場合の磁極位置を示した例である。メカブレーキがある場合、電動機が電力変換装
置により始動され、一旦停止した際に惰性回転したり、ファンなど停止後に風で回された
りすることがないため、停止した際の磁極位置（磁束Φｍの方向）ΦｍＡと実際の磁極位
置（磁束Φｍの方向）Φｍａが常に一致することになる。この場合には、停止状態から始
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動を開始する前に、毎回磁極位置を正しく検出する必要はなく、電動機停止Ａにおける磁
極位置（磁束Φｍの方向）ΦｍＡの角度δＡをメモリに格納し、このデータを用いて始動
すれば制御不能に陥ることはない。
【００４７】
　すなわち、電動機停止０（初期磁極位置）、電動機停止Ｂ、電動機停止Ｃ、電動機停止
Ｄ、電動機停止Ｅにおける磁極位置の角度、つまり、電動機停止０時点は角度δ０を、電
動機停止Ｂ時点は角度δＢを、電動機停止Ｃ時点は角度δＣを、電動機停止Ｄ時点は角度
δＤを、電動機停止Ｅ時点は角度δＥをメモリに格納し、各々の停止時点から始動する際
にメモリに格納された各々の磁極位置推定データを用いて始動すれば制御不能に陥ること
はない。つまり、電動機停止０時点から始動する場合は磁極位置推定データδ０を、電動
機停止Ａ時点から始動する場合は磁極位置推定データδＡを、電動機停止Ｂ時点から始動
する場合は磁極位置推定データδＢを、電動機停止Ｃ時点から始動する場合は磁極位置推
定データδＣを、電動機停止Ｄ時点から始動する場合は磁極位置推定データδＤを、電動
機停止Ｅ時点から始動する場合は磁極位置推定データδＥを用いるということである。
【００４８】
　ここで、電動機停止０、電動機停止Ａ、電動機停止Ｂ、電動機停止Ｃ、電動機停止Ｄ、
電動機停止Ｅとは、電力変換装置の出力が停止した時点と考えてもよい。
【００４９】
　また、システム構成によっては停止位置が常に固定される場合があり、この場合には常
に同じ位置に停止するため、電動機停止０（初期磁極位置）における磁極位置（磁束Φｍ
の方向）Φｍ０の角度δ０をメモリに格納し、この磁極位置推定データを用いて始動する
ことも可能である。もちろん、このようなシステムの場合には、メモリに格納される磁極
位置の角度はδＡであってもδＢであってもδＣであってもδＤであってもδＥであって
もよい。
【００５０】
　ここで、メモリに格納する磁極位置推定データは、初回の磁極位置（初期磁極位置）推
定データに限定するものではない。システム構成により、ユーザがどの状態で検出した磁
極位置推定データをメモリに格納するかを決めればよい訳であり、格納する磁極位置推定
データをシステムが駆動される最初の始動時に検出した磁極位置（初期磁極位置）データ
として限定したものではない。
【００５１】
　このように、システムに応じて、停止状態から始動を開始する前に毎回磁極位置を検出
するか、メモリに格納された磁極位置推定データを用いて始動するかを選択できることは
、システムのタクトタイムの最適化やシステム構成における選択の自由度を向上できるた
めユーザメリットは極めて大きい。
【００５２】
　以上より、判断処理部は、始動を開始してから停止する時点における磁極推定位置を検
出し、この磁極位置推定データをメモリに格納し、以後メモリに格納された推定データを
用いて始動するか、始動時に毎回磁極位置検出を実行し、この磁極位置推定データを用い
て始動するかを判断処理する。すなわち、「メモリに格納したデータ」を用いて始動する
場合は、判断処理部が始動を開始してから停止する時点における磁極位置推定回路で検出
した磁極位置推定データが格納されたメモリのデータを有効（データとして採用）にし、
磁極位置推定回路で検出したデータは選択されない（データとして未採用）ように動作す
る。そして、「毎回始動時に推定したデータ」を用いて始動する場合は、判断処理部が始
動時に毎回磁極位置推定回路で検出した磁極位置推定データを有効（データとして採用）
にし、メモリに格納されたデータは選択されない（データとして未採用）ように動作する
。
【００５３】
　もちろん、電力変換装置の電源が遮断されない場合には、磁極位置推定データを単にメ
モリ（例えば、ＲＡＭ）に格納し、電源が遮断される場合には、始動を開始してから停止
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する時点の磁極位置推定データを電源遮断時に毎回不揮発性のメモリに格納してもよい。
【００５４】
　図６は、本実施例に係る電力変換装置の他の制御ブロック図である。図４と共通の構成
および同一の機能については、同一の参照番号を付してある。図４と異なるのは、メモリ
としてマイコン内部のフラッシュメモリに磁極位置検出データを格納する構成にした点で
ある。図６の構成においても図４と同様の制御が可能である。
【００５５】
　図５は、実施例に係るデジタル操作パネルの表示例である。表示コード、機能名称、モ
ニタまたはデータ範囲、初期データから構成している。デジタル操作パネルにより、表示
コードの中から「Ａ０６０」を選択すると、機能名称は「磁極位置推定データ格納選択」
欄であり、操作者が「モニタまたはデータ範囲」から「１」を選択すれば「メモリに格納
する」が設定され、「２」を選択すれば「メモリに格納しない」が設定されることを任意
に選択できる。また、「初期データ」とは電力変換装置出荷時のデフォルト値である。も
ちろん、上位装置１２からも同様に「Ａ０６０」の選択が可能である。
【００５６】
　ここで、「メモリに格納する」とは、例えば、メカブレーキの付いた永久磁石同期電動
機を駆動するシステム構成の場合、初期磁極位置を検出し、以後は始動を開始してから停
止する時点の磁極位置を毎回メモリに格納する。停止毎に毎回メモリに格納された推定デ
ータを用いて始動し、始動時に毎回磁極位置検出を実施しないということである。
【００５７】
　もちろん、システム構成によっては停止位置が常に固定される場合があり、この場合に
は常に同じ位置に停止するため、電動機停止Ａにおける磁極位置（磁束Φｍの方向）Φｍ
Ａの角度δＡをメモリに格納し、この磁極位置推定データを用いて始動することも可能で
ある。このようなシステムの場合には、メモリに格納される磁極位置の角度はδ０であっ
てもδＢであってもδＣであってもδＤであってもδＥであってもよく、このデータを用
いて始動すれば制御不能に陥ることはない。
【００５８】
　ユーザが磁極位置推定データを目視確認できるように、デジタル操作パネル７あるいは
上位装置１２に設けられた表示部にメモリから読み出した磁極位置推定データを表示する
。また、「メモリに格納しない」とは、始動時に毎回磁極位置推定回路で磁極位置を検出
し、この磁極位置推定データを用いて始動するということである。
【００５９】
　図７は、デジタル操作パネルの他の表示例である。表示コード、機能名称、モニタまた
はデータ範囲、初期データから構成している。デジタル操作パネルにより、沢山準備され
た表示コードの中から「Ａ０６０」を選択すると、機能名称は「磁極位置推定データ格納
選択」欄であり、操作者が「モニタまたはデータ範囲」から「１」を選択すれば「メモリ
に格納する」を使用し、「２」を選択すれば「メモリに格納しない」を使用することを任
意に選択できる。また、「初期データ」とは電力変換装置出荷時のデフォルト値である。
【００６０】
　デジタル操作パネルにより、準備された表示コードの中から「Ａ０６１」を選択すると
、機能名称は「磁極位置推定データ選択」欄であり、操作者が「モニタまたはデータ範囲
」から「１」を選択すれば「メモリに格納したデータ」を使用し、「２」を選択すれば「
毎回始動時に推定したデータ」を使用することを任意に選択できる。また、「初期データ
」とは電力変換装置出荷時のデフォルト値である。
【００６１】
　もちろん、上位装置１２からも同様に「Ａ０６０」や「Ａ０６１」の選択が可能である
。すなわち、ユーザのシステム構成によって、磁極位置検出データとして、メモリに格納
された初期磁極位置検出データを使用するか、始動時に毎回磁極位置推定回路で検出した
磁極位置推定データを使用するかを選択できる。
【実施例２】
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【００６２】
　図８は、実施例２に係る電力変換装置の構成図である。実施例１における図１と共通の
構成および同一の機能については、同一の参照番号を付してある。ＰＭモータ１（以下、
永久磁石同期電動機１と呼ぶ）にはメカブレーキＢＲが備えられ、ＰＭモータ２（以下、
永久磁石同期電動機２と呼ぶ）にはメカブレーキＢＲが備えられていないシステム構成で
ある。永久磁石同期電動機１と永久磁石同期電動機２は、同一の電動機でもよいし、容量
の異なる電動機でもよい。もちろん、電動機の台数に限定はない。
【００６３】
　電磁接触器ＭＣ１とＭＣ２は、機械的および電気的にインターロックが取れており、同
時にＭＣ１とＭＣ２がオンすることがないようにしてある。ＭＣ１がオン状態時には、必
ずＭＣ２はオフ状態にある。
【００６４】
　１台の電力変換装置１０により、これら２台の永久磁石同期電動機のどちらか一方を選
択駆動する場合である。Ｓｉｇは、これら２台の永久磁石同期電動機のどちらか一方を選
択する信号である。また、Ｂｒｓは電力変換装置からメカブレーキＢＲへのオン・オフ信
号であり、電力変換装置が出力を停止する時点にメカブレーキＢＲへオン信号を出力しブ
レーキを動作させる。もちろん、電力変換装置以外の外部からメカブレーキＢＲをオン・
オフ制御してもよい。
【００６５】
　このシステム構成の場合には、永久磁石同期電動機１は、電動機停止時に必ずブレーキ
を掛けるため電動機が惰性回転したり、停止時に負荷から回されることがないため、停止
から始動を開始する前に、毎回磁極位置を検出する必要はなく、初回に検出しメモリ（不
揮発性）に格納された初期磁極位置推定データを用いて永久磁石同期電動機を停止から始
動可能である。
【００６６】
　一方、永久磁石同期電動機２には、ブレーキが備えられていないため、停止から始動を
開始する前に、毎回磁極位置推定回路で検出した磁極位置推定データを用いて永久磁石同
期電動機を停止から始動可能である。
【００６７】
　例えば、Ｓｉｇ信号が‘Ｈｉｇｈ’の場合、永久磁石同期電動機１が選択され、メモリ
（不揮発性）に格納された初期磁極位置推定データを用いて始動させ、Ｓｉｇ信号が‘Ｌ
ｏｗ’の場合には永久磁石同期電動機２が選択され、始動時に毎回磁極位置を検出し、こ
の検出データを用いて始動させることができる。
【００６８】
　また、ＳＷはハードスイッチであり、メモリに格納された磁極位置推定データを用いて
永久磁石同期電動機を駆動するか、永久磁石同期電動機の始動時に毎回磁極位置推定回路
で検出した磁極位置推定データを用いて永久磁石同期電動機を始動するかを選択するもの
である。デジタル操作パネル７を遠方に設置した構成の場合、電力変換装置にハードスイ
ッチＳＷが設けられていれば、遠方に設置されたデジタル操作パネル７を用いずに、電力
変換装置上のハードスイッチＳＷで２台の永久磁石同期電動機のどちらか一方を簡単に選
択することができるという利点を享受できる。
【００６９】
　本実施例では、ブレーキが備えられていない永久磁石同期電動機２の場合は、始動時に
毎回磁極位置推定回路で検出した磁極位置推定データを用いて永久磁石同期電動機を始動
する点について説明したが、ブレーキの有無を限定するものではない。すなわち、外力な
どにより電動機が惰性回転したり、停止時に負荷から回されることがないシステムであれ
ば、始動時に毎回磁極位置推定回路で検出する必要はなく、メモリに格納された磁極位置
推定データを用いて始動させることができる。
【００７０】
　このため、システム構成により、ユーザがメモリ（不揮発性）に格納された磁極位置推
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定データを用いて始動するか、始動時に毎回磁極位置推定回路で検出するかを選択できれ
ば選択の自由度を高めることができる。
【００７１】
　図９は、実施例２に係るデジタル操作パネルの表示例である。図８に示したシステム構
成において、永久磁石同期電動機１と永久磁石同期電動機２の磁極位置推定データのデジ
タル操作パネルにおける選択表示例であり、ソフトスイッチでの構成である。
【００７２】
　やはり、表示コード、機能名称、モニタまたはデータ範囲、初期データから構成してあ
り、表示コード「Ａ０６０」と「Ａ０６１」は第一機能として永久磁石同期電動機１の磁
極位置推定データの選択欄であり、表示コード「Ａ１６０」と「Ａ１６１」は第二機能と
して永久磁石同期電動機２の磁極位置推定データの選択欄を示したものである。本例では
、第一機能に対応した「Ａ０６０」と「Ａ０６１」は共に「１」であるため、永久磁石同
期電動機１はメモリ（不揮発性）に格納された初期磁極位置推定データを用いて駆動し、
第二機能に対応した「Ａ１６０」と「Ａ１６１」は共に「２」であるため、永久磁石同期
電動機２は始動時に毎回磁極位置推定回路で検出した磁極位置推定データを用いて駆動す
る。
【００７３】
　すなわち、このように第一機能と第二機能を設け、デジタル操作パネルから選択可能に
することにより、１台の電力変換装置でこれら２台の永久磁石同期電動機を異なったモー
ド（メモリに格納された磁極位置推定データか毎回極位置推定回路で検出した磁極位置推
定データ）で動作させることが可能である。
【００７４】
　本実施例では２台の永久磁石同期電動機の例で説明したが、駆動する電動機の台数に制
限を与えるものではない。ｎ台の電動機の場合には、第一機能から第ｎ機能を設ければよ
い。図１０は、実施例１および実施例２の電力変換装置に適用される制御フローチャート
図の一例である。
【００７５】
　永久磁石同期電動機を運転する前に、表示コード「Ａ０６０」が「１」かどうかを確認
し、「１」でなければ磁極位置推定データを「メモリに格納しない」設定であるため、停
止から始動を開始する前に、毎回磁極位置推定回路で検出した磁極位置推定データを用い
て始動を開始する。
【００７６】
　一方、表示コード「Ａ０６０」が「１」であれば、表示コード「Ａ０６１」が「１」で
あるかを確認し、「１」でなければ「毎回始動時に推定したデータ」を使用する設定のた
め、停止から始動を開始する前に、毎回磁極位置を検出しこの磁極位置推定データを用い
て始動を開始する。「１」であれば、「メモリに格納したデータ」を使用するため、初回
のみ電動機を運転する前に、磁極位置を検出しこの磁極位置推定データをメモリに格納し
、この格納データを用いて始動を開始する。そして、電動機の停止時における推定磁極位
置をメモリに格納し、２回目以降の始動ではメモリの磁極位置データを参照すればよい。
【００７７】
　しかし、例えば、保守でブレーキのメンテなどを実施した場合、ロータが回転するため
磁極位置が変わってしまう。この状態で、メモリに格納されている磁極位置推定データを
用いて電動機を始動すると、実際の磁極位置と磁極位置推定が異なるため、永久磁石同期
電動機に異常な電流が流れ、過電流で電力変換装置がトリップ（遮断）する。この場合に
は、自動的に異常トリップを解除し、再度磁極位置を検出しこの磁極位置推定データをメ
モリに格納し、この格納データを用いて再度始動を開始する。
【００７８】
　永久磁石同期電動機の始動時に、このような異常トリップを自動解除する機能があれば
、永久磁石同期電動機の始動時に異常な電流を流すことがないため、過電流で電力変換装
置がトリップ（遮断）させ、不用意にシステムダウンを招く心配がなくなるという効果が
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【００７９】
　もちろん、永久磁石同期電動機を始動する際に、始動時の異常トリップ自動解除機能を
動作させ、推定手段により前記同期電動機の磁極位置を再推定するか、あるいは異常トリ
ップ自動解除機能を不動作にして、異常トリップ表示（電力変換装置遮断状態）させユー
ザの判断処理に従うかをデジタル操作パネルで予め設定選択できる機能を用いたものであ
る。もちろん、上位装置１２からも同様に予め設定選択可能である。
【００８０】
　本実施例では、永久磁石同期電動機１台を運転する場合の第一機能について説明したが
、ｎ台の電動機の場合には、第一機能から第ｎ機能を設ければよい。
【００８１】
　以上の実施例で示したように、本実施例により、メモリに格納された磁極位置推定デー
タを用いて永久磁石同期電動機を駆動するか、永久磁石同期電動機の始動時に磁極位置を
推定する推定手段により永久磁石同期電動機の磁極位置を推定するかを操作パネルあるい
は上位装置で選択できるようにすることにより、磁極位置推定時間をかけずに、システム
構成で決まる負荷の用途に適した磁極位置推定データを使用することが可能な電力変換装
置および永久磁石同期電動機の制御方法を提供することができるという大きなユーザメリ
ットがある。
【符号の説明】
【００８２】
１…順変換器、２…平滑用コンデンサ、３…逆変換器、４…制御演算装置、５…制御回路
、６…冷却ファン、７…デジタル操作パネル、８…ドライブ回路、９…電圧検出回路、１
０…電力変換装置、１１…負荷装置、ＣＴ…電流検出器、ＳＨ１，ＳＨｉ，ＳＨｄ…直流
母線側の電流検出用シャント抵抗、ＢＲ…メカブレーキ、Ｓｉｇ…同期電動機選択信号、
Ｂｒｓ…ブレーキＢＲのオン・オフ信号、ＰＭモータ…永久磁石同期電動機、ＭＣ１，Ｍ
Ｃ２…電磁接触器、ＳＷ…ハードスイッチ
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